
近隣住民 事業者 市

■開発事業等の事前手続き■
市、関係機関と協議し、事前に
調査を行い、経過を報告

　　　■表示板設置■
開発等事業計画書提出日の前
日までに開発区域内の見えやす
い場所に表示板を設置
事業計画書と同時に表示板設置
報告書を提出

①開発等事業計画書の提出■

閲覧用開発等事業計画書の公開

■説明会の開催請求■
事業者が周知を行わなかった
とき、説明が十分でないと判
断した場合、説明会の開催の
請求が可能

　■近隣住民への周知■
近隣住民及び住民組織の代表者
等に事業の概要を説明し周知を
図る①より14日以内に説明調
整報告書を提出

公開

説明会開催請求（①の翌日より
28日以内までに請求）

必要があると認めるとき、説明会開
催の請求

②説明会開催

■説明会報告書の提出■ ②より
7日以内

事業計画書提出の翌日
より45日以上設置

■意見書の提出■
意見書の提出が可能

②より１４日以内

③意見書が提出されたときは事業者
へ送付

事業回答書の公開、及び事業者と
の協議調整結果の写しを意見書提
出者へ送付

■回答書の送付■
意見書の送付を受けたとき
は事業回答書を送付 ③より

１４日以内

公開

■安全対策計画書の提出■
①より
１４日以内

計画書の公開

④計画要望書が提出されたとき
は速やかに事業者へ送付

計画回答書の公開、及び事業者
と
の協議調整結果の写しを要望書
提

公開■要望書の提出■
説明会終了の日、又は安全対
策計画書公開の翌日より14日
以内に計画要望書の提出が可
能

１４日以内

公開

■開発等事業計画協議書の提出■ 閲覧用開発等事業計画協議書公開
土地対策会議小委員会の開催
土地対策会議の開催公開

事業協定の締結

公開
事業協定書の公開

締結の日より1年以内に事業着手

許可等（都市計画法、建築基準法等）
の手続き開始

　　■工事着手■
　　着手届の提出■工事に対する要望書の提出■

工事の施行方法に関して工事
要望書の提出が可能 完了届が提出される日までに

⑤工事要望書が提出されたときは
速
やかに事業者へ送付

工事回答書の公開、及び事業者と
の協議調整結果の写しを要望書提
出者へ送付

■工事回答書の提出■
工事回答書を提出

公開

変更計画書の提出
開発事業等廃止届、開発等事
業休止届の提出及び近隣住民
への周知

周知

　　■工事完了■
　　事業完了後速やかに
　　　完了届を提出

完了届の受理より14日以内に完了
検査実施

検査日の翌日より10日以内に検
査済証を交付

知立市開発等事業に関する条例手続きの流れ

適用範囲
開発等事業　　ア開発行為を行う事業土地の面積が500㎡以上のもの　イ開発行為には該当せず、建築を目的とする事業土地の面積が
　　　　　　　　　1000㎡以上のもの　ウ中高層建築物（建築物の高さ15ｍ以上のもの）の建築　エ集合住宅で計画戸数20戸以上の建築

　
　
　
　
表
示
板
設
置
届
提
出
日
よ
り
事
業
協
定
の
締
結
ま
で
１
０
０
日
間
（

標
準
）

■回答書の送付■
要望書の送付を受けたとき
は計画回答書を送付 ④より

１４日以内

⑤より
１４日以内


